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保健医療福祉の基礎理解③保健医療福祉の基礎理解③
居宅療養管理指導居宅療養管理指導

内科伊藤医院内科伊藤医院

　　　　院長　伊　藤　光　保　　　　院長　伊　藤　光　保



22

居宅療養管理指導って？居宅療養管理指導って？
通院困難な者
（認定あり）

通院困難な者
（認定なし）

通院している者

往診

在宅患者訪問診療

往診

在宅患者訪問診療

往診

在宅患者訪問診療

診療情報提供
ケアマネへの
情報提供

居宅療養管理指導Ⅰ

居宅療養管理指導Ⅱ

処置 等 処置 等処置 等処置 等

診療情報提供

寝たきり老人
在宅総合診療

寝たきり老人
在宅訪問指導管理

本人や家族への
指導・助言等

寝たきり老人
在宅総合診療

指導管理 等
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通院困難な者
（認定あり）

通院困難な者
（認定なし）

通院している者

歯科訪問診療 歯科訪問診療

診療情報提供
ケアマネへの
情報提供

居宅療養管理指導Ⅰ

算定できるのは
介護保険において
居宅に相当する
ところのみ

処置　等処置　等処置　等

診療情報提供

寝たきり老人
在宅訪問指導管理

本人や家族への
指導・助言等

指導管理　等
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通院困難な者
（認定なし）

通院困難な者
（認定あり）

通院している者

ケアマネへの
情報提供

居宅療養管理指導Ⅰ
500×2回

居宅療養管理指導Ⅱ
290×2回

診療情報提供A
220

本人や家族への
指導・助言等

寝たきり老人
在宅総合診療
2290・2575

指導管理　等

診療情報提供B
290

診療情報提供A
220

寝たきり老人
在宅総合診療
2290・2575

診療情報提供B
290

寝たきり老人
在宅訪問指導管理

430

老人慢性疾患
生活指導

225・147・87
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•• ȬȚɗ Γ╣ ἌȬȚɗ Γ╣ Ἄ
ïï ȸΧȻѓүǶṮ ốȼ ɻʾʙɿȵȻ Ȼ ɟ ȦɘȸΧȻѓүǶṮ ốȼ ɻʾʙɿȵȻ Ȼ ɟ Ȧɘ

•• ȬȚɗ Γ╣ ῘȬȚɗ Γ╣ Ῐ
ïï ốȼȪȻ ȸ ȤȳốȼȪȻ ȸ Ȥȳ ˾ ȷ˾ ȷ ɟ ȰȬּסἌɟ ȰȬּסἌ

•• ΓΓ
ïï ốȼȪȻ ȸ ȤȳǶ ȸꞈȲȚǶ Ƕ Ƕ ḧǶ ȪȻΧốȼȪȻ ȸ ȤȳǶ ȸꞈȲȚǶ Ƕ Ƕ ḧǶ ȪȻΧ

˾ ȷ˾ ȷ ɟ ȰȬּסἌɟ ȰȬּסἌ

•• לּ Ыּל Ы ((A) A) 
ïï ѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚ Ȼἐ ɟ ȳǶ Ȼ ϲ╧ɟ Ȧɘ ốȼѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚ Ȼἐ ɟ ȳǶ Ȼ ϲ╧ɟ Ȧɘ ốȼ

Ο ѓΟ ѓ 4646 11 Ȼ ȸɕɗ ͕ș Ȧɘ Ο ͕Ȼ ȸɕɗ ͕ș Ȧɘ Ο ͕
ȸ ȤȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳǶ ȸмɘȸ ȤȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳǶ ȸмɘѓү ɻʾʙɿȸ ȷ ѓүלּ ɻʾʙɿȸ ȷ ɟɟלּ

ЫȤȬּסἌȸǶЫȤȬּסἌȸǶ 11ΓȸȱȚΓȸȱȚ 11⇔ȸ ɗ ȦɘǷ⇔ȸ ɗ ȦɘǷ
•• ȁ ốȼΟ ѓȁ ốȼΟ ѓ 4646 11 Ȼ ȸɕɗ ͕ș Ȧɘ Ο ͕Ȼ ȸɕɗ ͕ș Ȧɘ Ο ͕

ȂȵȼǶ Ȼ ϲ╧ɟ ȦɘȂȵȼǶ Ȼ ϲ╧ɟ Ȧɘ (( ᵬṭɟἥɍǷζ˿ἐȥǷᵬṭɟἥɍǷζ˿ἐȥǷ))Ƕѓү ȤȜȼ ѓǶѓү ȤȜȼ ѓ
ү ʁʹʅʾốȼ Ο ͕ ɟȑȓǷү ʁʹʅʾốȼ Ο ͕ ɟȑȓǷ

•• ɋȬǶȁѓү ɻʾʙɿȸ ȷ ȂȵȼǶɋȬǶȁѓүלּ ɻʾʙɿȸ ȷ ȂȵȼǶלּ ȸмɘү Ƕү Ƕ Ƕȸмɘү Ƕү Ƕ Ƕ
Ῐ ȻѓүɻʾʙɿốȼʡʾʦʞʱʝɻʾʙɿǶʡʾʦɷɨн ͕ ǶɽʭʾʎɿʌɪǶʍɪɻʾῘ ȻѓүɻʾʙɿốȼʡʾʦʞʱʝɻʾʙɿǶʡʾʦɷɨн ͕ ǶɽʭʾʎɿʌɪǶʍɪɻʾ
ʙɿǶ Ȼד Ω ȻΟ ѓ Ȼ ɻʾʙɿ ȤȜȼ ɻʾʙɿɟ ḏȘȱ ᵙȸʙɿǶ Ȼד Ω ȻΟ ѓ Ȼ ɻʾʙɿ ȤȜȼ ɻʾʙɿɟ ḏȘȱ ᵙȸ
ȦɘȬɎȸ ȷ ̒ɀȸ Ȼ ȸ Ȧɘ ȦɘȬɎȸלּ ȷ ̒ɀȸ Ȼ ȸ Ȧɘ ɟȑȓǷɟȑȓǷלּ

•• לּ Ыּל Ы ((B) B) 
ïï ȴȏɘѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚǶ ȴȏɘѓ Ṯ ȴȻ Ȼ ɟȴȏɘѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚǶ ȴȏɘѓ Ṯ ȴȻ Ȼ ɟ

ɎǶȠəȸ ȤȳǶ Ȼἐ ɟ ȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳ Ȼ Οɟ ȰȬּסɎǶȠəȸ ȤȳǶ Ȼἐ ɟ ȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳ Ȼ Οɟ ȰȬּס
ἌǶốȼ ȴȏɘѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚǶ ȴȏɘѓ Ṯ ȴȻ ȻἌǶốȼ ȴȏɘѓ Ṯ șǶ ȸꞈȲȚǶ ȴȏɘѓ Ṯ ȴȻ Ȼ

ɟ ɎǶȠəȸ ȤȳǶ Ȼἐ ɟ ȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳ Ȼ Οɟɟ ɎǶȠəȸ ȤȳǶ Ȼἐ ɟ ȳǶ ɟ Ȧ ɟ ȕȳ Ȼ Οɟ
ȰȬּסἌȸǶ Ο֦ѓ Ṯ ȡȵȸȰȬּסἌȸǶ Ο֦ѓ Ṯ ȡȵȸ 11ΓȸȱȚΓȸȱȚ 11⇔ȸ ɗ ȦɘǷ⇔ȸ ɗ ȦɘǷ

•• ĻʽļĻʽļ
ïï Ο ͕ ȪȻΧȻ͕ ȸ ȦɘΟ ͕ ȪȻΧȻ͕ ȸ Ȧɘ ɻʾʙɿ Ȼ ȸ ȷ ɻʾʙɿלּ Ȼ ȸ ȷ לּ

ЫЫ((ᵰ Ȼἐ ɟ ȳ ȓɏȻȸ ɘǷᵰ Ȼἐ ɟ ȳ ȓɏȻȸ ɘǷ))ốȼᵰ ȤȜȼȪȻ ȸ Ȧɘốȼᵰ ȤȜȼȪȻ ȸ Ȧɘ ɻʾɻʾ
ʙɿɟᵰ Ȧɘ˾ȴȻ ǶΟ ȸȱȑȳȻ ồɀ᷿ʙɿɟᵰ Ȧɘ˾ȴȻ ǶΟ ȸȱȑȳȻ ồɀ᷿ ɟ ȰȬּסἌɟ ȰȬּסἌ



66

居宅療養管理指導に関する居宅療養管理指導に関する
今回の介護報酬改定通知について今回の介護報酬改定通知について
　（平成１８年３月３１日介護保険情報０２）　（平成１８年３月３１日介護保険情報０２）

愛知県医師会社会福祉専門員会委員愛知県医師会社会福祉専門員会委員

　　　　　　　　　　　　　　　　伊　藤　光　保　　　　　　　　　　　　　　　　伊　藤　光　保
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６　居宅療養管理指導費６　居宅療養管理指導費

（１）医師・歯科医師の居宅療養管理指導について（１）医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
　　　　①算定内容①算定内容
　　　　　　　　　　 主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、

計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指指

定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援事業所に属し、利用者に定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援事業所に属し、利用者に

　　　　　　　　居宅介護支援を行う介護支援専門員。以下この項において「ケアマネ居宅介護支援を行う介護支援専門員。以下この項において「ケアマネ

　　　　　　　　ジャー」という。）ジャー」という。）等に対する介護サービス計画等に対する介護サービス計画（以下この項にいて（以下この項にいて

　　　　　　　　「ケアプラン」という。）「ケアプラン」という。）の策定等に必要な情報提供の策定等に必要な情報提供並びに並びに利用者若利用者若

　　　　しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、　　　　しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、

　　　　介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。　　　　介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。

　　　　　　　　 　なお、当該医師が当該月に医療保険において、　なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合「在宅時医学総合

　　　　　　　　管理料」管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限りを当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り

　　　　　　　　居宅療養管理指導費（Ⅱ）居宅療養管理指導費（Ⅱ）を算定する。を算定する。
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②「情報提供」及び「指導又は助言」の方法②「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

アア　　ケアマネジャー等に対する情報提供の方法ケアマネジャー等に対する情報提供の方法

　　　　ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加によりケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により

　　行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はない。）。行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はない。）。

　　　　当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等

　　においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、

　　診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、原則として、文書等（メール、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、原則として、文書等（メール、

　　FAXFAX等でも可）により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りるもの等でも可）により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りるもの

　　とする。とする。

　　　　なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、

　　その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録にその情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に

　　記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別でき記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別でき

　　るようにるようにすること。すること。

　　　　また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療

　　録に添付する等により保存すること。録に添付する等により保存すること。




